
徳島県公共工事標準請負契約約款（抜粋）

第１条（総 則）

注文者（以下「甲」という。）及び請負者（以下「乙」という。）は、この契約書（頭書を含む。以下同

じ。）に基づき、設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を

いう。以下同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約（この契約書及び設計図書を内容とす

る工事の請負契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。

（中略）

3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（以下「施工方法等」

という。）については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任に

おいて定めるものとする。

（中略）

5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければなら

ない。

（後略）

第１８条（条件変更等）

乙は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を

直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

（1）図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと（これらの優先

順位が定められている場合を除く。）。

（2）設計図書に誤り又は脱漏があること。

（3）設計図書の表示が明確でないこと。

（4）工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人

為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

（5）設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じた

こと。

2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見し

たときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない

場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。

3 甲は、乙の意見を聴いて、前項の調査の結果（これに対して採るべき措置を指示する必要があ

るときは、当該指示を含む。）をとりまとめ、当該調査の終了後14日以内に、その結果を乙に通知し

なければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじ

め乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められる



ときは、甲は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。この場合において、第1項第4

号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものについて

は、乙と協議しなければならない。

5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認

められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負

担しなければならない。

第１９条（設計図書の変更）

甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通

知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるとき

は工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけれ

ばならない。

第２０条（工事の中止）

工事用地等の確保ができない等のため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、

火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象（以下「天災等」という。）であって乙の責めに

帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動した

ため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止内容を直ちに乙に通知し

て、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を乙に通知して、

工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

3 甲は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められ

るときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しく

は労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費

用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

第２３条（工期の変更方法）

工期の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調

わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただ

し、甲が工期の変更事由が生じた日（第21条に定める場合にあっては甲が工期変更の請求を受け

た日、前条に定める場合にあっては乙が工期変更の請求を受けた日）から7日以内に協議開始の

日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

第２４条（請負代金額の変更方法等）

請負代金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に

協議が調わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただ



し、甲が請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、

乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担

する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。


